京都市廃食用油燃料化施設　受水槽点検清掃仕様書

１　実施場所
京都市南部クリーンセンター　廃食用油燃料化施設
京都市伏見区横大路千両松町４４７番地

２　受水槽
ＦＲＰパネル水槽 SHT-15型（１層式、1.5×2.0×1.5H）

３　業務内容
⑴　受水槽の点検及び清掃
ア 水槽内外の点検
イ 水槽内の各部清掃
ウ 電極棒整備他付属機器の点検
エ 消毒薬の散布及び洗浄
オ 次亜塩素酸ソーダによる滅菌
⑵　水質検査
水道法第３４条の２第２項の規定に基づき、簡易専用水道の管理に係る検査（水質検査１６項目）を受検すること。

４　履行期限
令和８年３月１４日まで

５　その他
1  作業日程等については当施設と調整を行うこと（月曜日又は金曜日を候補とし、調整可能な場合は土曜日）。
⑵　作業実施時には、当施設の立会いを受け指示に従うこと。

６　受注者は、作業終了後、当施設職員による作業完了の確認を受けるとこと。また、点検結果及び作業前及び作業後の様子が分かる写真を添付した作業完了報告書（Ａ４サイズ、様式任意）を作成し、完了届と併せて本市（京都市長あて）に提出すること。

７　点検、清掃等に用いる機材・用具及び薬品については、用途に適切かつ効果的なものを使用することとし、それらの経費については受注者の負担とする。ただし点検、清掃の実施に伴い必要となる光熱水費については、本市の負担とする。
